
（現行の経営体制・手法を継続する理由） （今後の経営改革の方向性等）

団体名 事業名 事業詳細（事業区分）

宿毛市 宅地造成事業 宿毛駅東地区土地区画整理事業

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 その他の

民間活用指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

現行の経営
体制を継続

土地区画整理事業は、一般の宅地造成とは異なり、地権者などから組織される審議会の同意を要
し、保留地処分も進んでいない状況の中で民間譲渡は困難と考える。

　

○

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成29年3月31日時点） 

実施状況 

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性 



（実施類型） （取組の概要） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

団体名 事業名 事業詳細（事業区分）

宿毛市 水道事業 上水道事業と簡易水道事業

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用

指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

○

その他の
民間活用

現行の経営
体制を継続

取組事項 （水道事業）広域化等

実施済
事業統合

施設の
共同設置

実施予定

検討中 ○ 広域連携に関する検討体制の構築 平成28年11月4日に開催された、高知県主催の第１回広域連携検討会へ出席

平成

施設管理の
共同化

管理の一体化

年 月 日

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成29年3月31日時点） 

実施状況 

抜本的な改革の取組状況 



（現行の経営体制・手法を継続する理由） （今後の経営改革の方向性等）

団体名 事業名 事業詳細（事業区分）

　宿毛市 交通事業 船舶運航事業　

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 その他の

民間活用指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

現行の経営
体制を継続

本市の船舶運航事業は、離島との唯一の公共交通手段である定期船業務であり、
採算性等での事業廃止や民間活用の判断が難しいため。

観光面や移住促進による利用者数の増加を目指す。

○

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成29年3月31日時点） 

実施状況 

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性 



（取組の概要） （方式） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

団体名 事業名 事業詳細（事業区分）

宿毛市 観光施設事業・その他事業 宿毛市国民宿舎運営事業

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 その他の

民間活用指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

○

現行の経営
体制を継続

取組事項 民間活用（指定管理者制度）

実施済 ○

国民宿舎（休養施設）の施設管理、宿泊施
設・保養施設の運営

代行制 利用料金制

実施予定

　 ○ 18 4 1

平成

月 日

検討中

年

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成29年3月31日時点） 

実施状況 

抜本的な改革の取組状況 



（取組の概要） （方式） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

団体名 事業名 事業詳細（事業区分）

宿毛市 介護サービス事業 特別養護老人ホーム事業

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 その他の

民間活用指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

○

現行の経営
体制を継続

取組事項 民間活用（指定管理者制度）

実施済 ○

　・介護老人福祉施設サービス
　・短期入所生活介護

代行制 利用料金制

実施予定

　 ○ 29 4 1

平成

月 日

検討中

年

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成29年3月31日時点） 

実施状況 

抜本的な改革の取組状況 



（現行の経営体制・手法を継続する理由） （今後の経営改革の方向性等）

団体名 事業名 事業詳細（事業区分）

宿毛市 下水道事業 宿毛市公共下水道事業

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 その他の

民間活用指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

現行の経営
体制を継続

　現行制度を継続して行く。と言うものではなく、せざるを得ない。
　が、正しい状況。PPP手法導入についても、小規模な処理場は現実的に困難。

　将来的に可能性があるとすれば、指定管理者制度の導入であるが、手を
上げる企業があるか
また、今後検討の余地はあるかも知れない。

○

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成29年3月31日時点） 

実施状況 

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性 



（現行の経営体制・手法を継続する理由） （今後の経営改革の方向性等）

団体名 事業名 事業詳細（事業区分）

宿毛市 下水道事業 集落排水事業（漁集）

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 その他の

民間活用指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

現行の経営
体制を継続

　現行制度を継続して行く。と言うものではなく、せざるを得ない。
　が、正しい状況。PPP手法導入についても、小規模な処理場は現実的に困難。

　将来的に可能性があるとすれば、指定管理者制度の導入であるが、手を
上げる企業があるか
また、今後検討の余地はあるかも知れない。

○

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成29年3月31日時点） 

実施状況 

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性 



（現行の経営体制・手法を継続する理由） （今後の経営改革の方向性等）

団体名 事業名 事業詳細（事業区分）

宿毛市 下水道事業 集落排水事業（農集）

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 その他の

民間活用指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

現行の経営
体制を継続

　現行制度を継続して行く。と言うものではなく、せざるを得ない。
　が、正しい状況。PPP手法導入についても、小規模な処理場は現実的に困難。

　将来的に可能性があるとすれば、指定管理者制度の導入であるが、手を
上げる企業があるか
また、今後検討の余地はあるかも知れない。

○

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成29年3月31日時点） 

実施状況 

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性 


